仕 様 書

１　件名
[bookmark: _Hlk231998365]京都市百々児童館　電磁錠修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年８月３１日（月）まで

３　履行場所
[bookmark: _Hlk231998389]　　京都市百々児童館　京都市山科区川田土仏26番地（京都市立百々小学校敷地内）

４　履行内容
　　児童館の入口となっている百々小学校東門の電子錠について、オートロック機能の設定や動作不良時の警告音の対処等を、児童館内に設置された制御盤（子機）で操作できるよう、別添の装置に交換すること。
　なお、作業に伴い発生した資材等の処分を含む。
　＜症状＞
・電子錠が施錠されていない場合、児童館内の制御盤では表示灯でのみ確認が可能で、警告音は鳴らない
・	電子錠が正常に作動していない場合、百々小学校内にある制御盤（親機）のみ警告音が鳴り、
	児童館内の制御盤による警告音の取り消しや復旧等、対応不可
　　・児童館内の制御盤によるオートロック機能の制御不可

５　留意事項等
　・見積書作成にあたって必ず、現地確認を行ってください。
現地確認は原則、月～土曜日　午前１０時～午後２時の間で実施することとし、
必ず事前に百々児童館（０７５－５９３－９２６７）に連絡のうえ、日程調整をしてください。
　・交換後の制御盤の設置場所については現地確認の際、施設スタッフとご調整ください。
・制御盤の設置場所が現在の位置から移動する場合は、制御盤の上部に設置されているモニターに関しても、移動いただくようお願いします。
　・業務実施は、原則、月～土曜日午前１０時～午後２時の間の間で実施することとし、契約後、
速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。




（参考：現状写真）
[image: 鏡に映っている

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]


image1.png
TAERY WJ-AMED





